SNSキャンペーン参加者情報取扱覚書

●●株式会社（以下「甲」という。） と ●●株式会社（以下「乙」という。） は、SNSキャンペーンの実施に際し、参加者情報（個人情報を含む）の取扱いに関して必要な事項を定めるため、本覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

（目的）
本覚書は、甲乙間で実施するSNSキャンペーンにおいて取得・共有される参加者情報の適正な取扱いを確保することを目的とする。

（定義）
１　本覚書において「参加者情報」とは、キャンペーン応募者・当選者その他の参加者に関する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、SNSアカウント名、投稿内容、アンケート回答内容、その他個人を識別できる情報、またはこれと容易に照合することにより個人を識別できる情報をいう。
２　本覚書において「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づく政令・ガイドラインをいう。
３　本覚書において「取扱い」とは、取得、利用、記録、保存、提供、削除、廃棄その他一切の操作を含むものとする。

（情報の取得・利用目的）
１　甲及び乙は、参加者情報を以下の目的のためにのみ取得・利用するものとする。
（１）キャンペーン応募受付、抽選、当選通知及び賞品発送のため
（２）参加者への連絡、問い合わせ対応のため
（３）キャンペーン運営の改善及び分析のため
（４）事前に参加者から明示的な同意を得た範囲での広報活動のため
２　上記以外の目的で参加者情報を利用する場合、甲乙は、参加者本人の事前同意を得るものとする。

（情報の管理）
１　甲及び乙は、参加者情報を厳重に管理し、漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
２　甲及び乙は、参加者情報の管理を第三者に委託する場合、個人情報保護法及び関連ガイドラインに従い、委託先に対して適切な監督を行うものとする。
３　参加者情報を取扱う従業者には、守秘義務を課し、退職後も同義務を継続させる。

（情報の提供・第三者開示）
１　甲及び乙は、次の各号に該当する場合を除き、第三者に参加者情報を提供し、又は開示してはならない。
（１）参加者本人の同意がある場合
（２）法令に基づき開示を求められた場合
（３）業務遂行上必要な範囲で、委託先に提供する場合（この場合、第4条に従う）
２　前項に基づき第三者に提供する場合、提供先にも本覚書と同等の義務を課すものとする。

（再委託の制限）
委託先が更に第三者に再委託する場合、甲乙双方の事前の書面による承諾を要するものとする。

（情報の保存期間および削除）
１　甲及び乙は、キャンペーン終了後、目的達成に必要な期間を経過した時点で、参加者情報を速やかに削除又は返還する。
２　削除又は返還の方法については、甲乙の協議により定め、削除・廃棄の完了後、相手方に報告する。

（秘密保持義務）
甲及び乙は、参加者情報及び本覚書の内容を秘密として保持し、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏えいしてはならない。

（事故発生時の報告）
甲又は乙は、参加者情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故が発生した場合、直ちに相手方に報告し、原因の究明及び再発防止措置を講じなければならない。

（損害賠償）
甲又は乙が本覚書に違反して相手方又は参加者に損害を与えた場合は、当該損害（弁護士費用を含む）を賠償する責任を負うものとする。

（有効期間）
本覚書の有効期間は締結日から１年間とし、期間満了の１か月前までにいずれかの当事者から書面による終了の意思表示がない場合、自動的に同一条件でさらに１年間更新されるものとする。

（存続条項）
第4条（情報の管理）、第5条（第三者開示）、第7条（秘密保持義務）、第9条（損害賠償）及び本条の規定は、本覚書の終了後も有効に存続する。

（準拠法・合意管轄）
本覚書の成立、効力及び解釈については日本法を準拠法とし、本覚書に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
　
●●年●月●日
　
甲　●●株式会社
所在地：〒●●●-●●●● 東京都●●区●●
代表者名：代表取締役　●●●●　印
　
乙　●●株式会社
所在地：〒●●●-●●●● 東京都●●区●●
代表者名：代表取締役　●●●●　印

